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24/3/15（金）名古屋市議会総務環境委員会（名古屋城部分）2 

名古屋市民オンブズマンによる、半自動文字起こしアプリによる文字起こし 

 

委員長 服部しんのすけ(自民・熱田区)：大変長らくお待たせいたしました。 

ただいまから総務環境委員会を再開いたします。 

休憩前におよびございました資料が提出されておりますので、追加資料について当局の説明

を求めます。座ってご説明願います。 

 

佐藤総務課長: それでは追加の説明資料に基づきご説明をさせていただきます。恐れ入りま

す。表紙をはねていただきまして 1 ページをお願いをいたします。 

1、市長の認識についてでございます。 

ご要求のありました点につきまして市長の認識を掲げさせていただきました。 

2 ページをお願いをいたします。 

2 公務の考え方についてでございます。 

公務につきましては、原則として支援に関わる案件であって、市町による対応が主として意

思決定されているものと整理をしているところでございます。 

なお特別秘書が行う職務につきましては市長と特別秘書との間で個別に整理をして対応し

ておりますので、市長室として判断できないものでございす。 

3 ページをお願いをいたします。 

3、名古屋城天守閣木造復元市民向け説明会等における観光文化交流局の対応についてでご

ざいます。 

観光文化交流局に対しまして職員による働きかけや、司会者に対する指示の有無について確

認をいたしましたがそのようなことは行っていないとの回答でございました。 

塚本副委員長からご要求のございました令和元年 12 月の市長特別秘書の報告書につきまし

ては、文書の保存年限が経過しており、確認ができませんでした。 

説明は以上でございます。 

よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

 

委員長 服部しんのすけ(自民・熱田区)：それでは説明終わりましたので、ご質疑をお許し

いたします。 

 

ふじた和秀(自民・瑞穂区)：まだ手を挙げてないのに指名しないでください。 

まず、もうとやくやっても市長さんについていつものことなので、論理的にだけ整理します

ね。 

まずいただきましたんで、市長は今回の件でいろいろ書いてありますが、あのこの中で、市

長の認識で極めて重要なのは、公正で公平な市政運営を行わなければならないもの、これは

すなわち市長。 
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であり特別市秘書だろうと思います。田中特別秘書の行為が行き過ぎた行為だったと考える

と、これがまず市長の認識だということです。一番最後の厳重に注意したはおそらくこれ以

上の対処を市長さんはされないのかなと今までの状況見てるとね、と思うけど、少なからず

とも、今現在ね。 

休憩中については厳重な注意をしたと。 

いうことだろうという整理です。もう 1 回言います。これ市長の認識は公正で公平な市政

を行わなければならないものとして特別秘書のこれは行き過ぎた行為だとこういうふうに

おっしゃられて次にちょっと飛ばします。 

3．観光文化に確認をしていただきました。 

これ読んでのごとくですからそんなそういうなことはしていないと。 

すなわち、観光文化交流局の市民説明会としてはね、そのような作為的な誘導するような、

そういった運営はしていないという事実が確認ができました。 

一つ市長室に確認をちょっとお尋ねをするけど、これ書いてある話はわかりましたが、ここ

で今、市長の考え。 

それと観光文化交流局の市民説明会の運営についての事実確認ができた上で、公務の考え方

これ結構だけど、私は先ほど休憩前にそういうそこも少し付け加えて、行ってきてください

ってねまとめてきてくださいって言ったけど、そこの部分は書かれていないので、公平公正

な市政運営というのは、あの公務が遂行される以上はあの選挙で選ばれた政治家が公務に参

加するというのは、これはちょっとまた別のスキームがあると私は思ってるけど、少なくと

も、それ以外で公費を充てられたすなわち公務員もしくは、公務に準ずるもの、それはね例

えば公務員はね、その法律もあるから、だけど、例えばね、市が運営をするイベントなり、

こういった市民説明会で民間のファシリテーターを雇用したりもするけど、当たり前のこと

だけど、そこで公平性が担保されなかったら、何らかのペナルティというか、次回はもう例

えば指名しないとかさ。 

仮に応募してきてもそういうことがあったら、これ公共事業だと指名停止みたいなね処分も

あるけどそこまでがあるかどうかこのされておりませんが、例えばアルバイトで、給料払わ

ないことはないと思うけどそういうことが起き売れば次応募されても、ちょっとごめんなさ

いとどんなね方法論かわからんけど当然そういう心理になると、いうふうに思うが、そうい

う意味でいった場合に、この公務というところと、公平公正というところを、あの審査させ

た場合の、ちょっと市長室の認識を伺っておきたいと思います。 

 

市長室荻原次長：ただいまご質問を受けましたアルバイトでもまたは民間の受託者の方等々

がというところも含めてということで、市が行うものに対して恣意的な何か操作なりまたは

多くの市民の意見を聞く聞かなければならない場において、恣意的な動きをした業者なり、

アルバイトの方がいらっしゃった場合は、軽重傾聴があるかと思いますが行為の軽重がある

かとは思いますが、事実としてそういった行為があった場合は、少しご遠慮させていただく

ようなことになろうかと思います。 
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ふじた和秀(自民・瑞穂区)：具体的事案はそれで結構だけど、だからそういう意味で言うと

そういういわゆる名古屋の市の運営というか主催する様々な事業に対しての公平公正とい

う立場で言えばね、それに関わるものは全てね、そういったことをいわゆる公務員が倫理す

る、そこのそこは担保されていなければならないと。 

これ絶対条件であると、私はそうおもうなぁ、どうですか。 

 

荻原次長：はい、市民の方々は小さい声から、これから大多数の意見から様々ございますけ

れども、名古屋市の公務員の市職員として 1 人でも違う意見があってもきちんと意見を聞

くというような、公平公正皆さんのご意見をちゃんと聞くというような姿勢で全て市政運営

を行わなければならないという気持ちで運営しておりますので、そういったところが公平公

正ということかと思います。 

その上で、今回のこの事案ふじた和秀(自民・瑞穂区)：先ほどから田中さんと中川さんのや

り取り聞いてても、記憶がないだとか記憶がないから、その要するにどちらが先に主体的に

発言をしたかがわからないだとか、私が聞いてると、そこってねあんまり重要じゃ実はなく

て、当人同士に記憶があろうがなかろうが、どちらが言い出したかどうか。 

それが中川議員が言い出したんであったとしても田中特別秘書が言い出したんであっても

もしくは、市長の立場を慮って、田中特別秘書がそういう言動行為をに至ったにせよ、ね、

市長の直接的な恣意によってそれをしたの。 

かというところであったんであまり関係がない。 

私からすると、問題は名古屋市において、この間の差別発言もそうだけど、この名古屋城の

木造化、今はそれに至ってまたバリアフリーというね、新たな課題に至っているわけだけど

も、市民の機中であることもそうだが、ね、極めて重要な政策判断をする意見交換会、もし

くは、あの市民説明会の現場でね、もう、事実としては、こういうやり取りが実際に司会者

にそれが示されたかどうかもちょっとそこの差異さておき、こういう事実としてはこういう

やり取りが水面下で行われていたということは、もう明明白白な事実なんですね。 

果たして、そうすると、これまでの名古屋城の市民説明会が適正なものであったかどうか。 

およそこの話が出始めて 10 年。 

全部だよ。 

田中特別秘書でない人が関わっていたとして、もう田中特別秘書であったとしても、今まで

積み上げてきているこの市民への公聴活動が、私はね全て信頼を失うほどの白紙に戻ってし

まうほどの事態だと思うんだよね。 

何百億と多分使った、何百億はいかないか、何十億と使ってきてこの責任は誰が取るんだっ

て。 

だから、市長室に公平公正なというのを今お尋ねをしてるわけですね。 

で、私は非常にこのやり取り委員会でしていることが腹立たしいんですよ。 
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その上で、田中特別秘書に、私はお尋ねをするけど、今のこうした私の話を聞いて、今率直

に自分の今後も含めて、どういうふうにお考えになりますか。 

 

市長特別秘書：まず今委員からですねご指摘があったこと、大変厳しいご指摘があったこと

を深く反省するとこでございます私も今暫時休憩の間に市長のもとに戻ったときにですね、

ここに書いてある通り相当注意を受けました。やはり藤田委員のおっしゃる通りで、まず、

もうこのやり取りをしてしまってる時点で、要はさくらちゃんありがとうございます。とい

うこのやり取りをで指名されると、いいですねというようなこのやり取りをしてる時点で、

もうこれは非常に公平公正なその業務ということに対して、相当行き過ぎたですねことをし

てしまったんだなということを深く市長からもしっかり注意を受けた上でですね、深く反省

をしているところでございます。今後というところでございますが、大変信頼をですねそこ

にあるあの行為をしてしまったという深い反省のもとにですね、今一度しっかり自分自身の

ですね、日々の業務のあり方に細心の注意を払ってですね、しっかり努めていければという

ふうに、そういうふうに今思っております。 

申し訳ございませんでした。 

 

ふじた和秀(自民・瑞穂区)：あなたの反省の気持ちはよく伝わってきました。 

やっちまったなっていうのは、ただ、今の発言からは、やっちまったなっていうところの反

省しか聞こえてこなかったんだね。 

今後は、それを踏まえて、職務に遂行しますと、続けていきます。 

これね、あなたの気持ちはそれで理解はしたけど、これから他局がね、名古屋城も言うに及

ばず、例えば似たような同様の市民討論会をやるとするじゃない。 

ね、そうすると、観光文化交流局はえらい迷惑だと思うんだよね。 

この出てきた文章が、この通り本当に真実であった、前提とした場合この 3 ページに出た

ね。 

彼らは、公平公正を担保しながら、当たり前にまして、そういう先ほども言ったけど、この

この手の討論会には、市の職員が入るのではなくて、公平性を担保するために外部の公費を

投入して、ね。 

公務員の方が司会をやれば、ずいぶん自らの名古屋市の人件費で済むところなんだけど、そ

こに何百万というお金、何千万というお金を使って、民間のファシリテーターを入れて、外

形的に市民から見て公平性が担保されているという。 

可視化をした状態で、行うから成立するわけですね。 

だけど、事実がどうであれ、あなたが司会者にそれをその恣意を持って言ったにせよ、言わ

ないんですよ。 

こういうやり取りをしている。 

特別秘書がその現場にいたら、その当局はあなたに市長特別秘書といういわゆる職権と、立

場があるから、人として当たり前なんだけど、そんなこと口にはできませんよ。 
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でき今から言うことが口にはできないけど、その担当の職員たちは、関係者ね、参加者は迷

惑だと思うと思うよ。 

あなたがウロウロしてたら、また市長に何か言われて、ね、もしくは市長を慮って、そこは

定かじゃないからね。 

また何かこういうことに、我々の局も巻き込まれるんじゃないかと。 

ね、そしたらあなたの特別秘書としての一番最初の 3 月 13 日のときの資料でいただいた特

別秘書の条例に対して我々が突きつけてきた付帯決議もあるんだけれど、あるんだけど、特

別秘書を置かなきゃいかんという市長の思いはね、要は、公務員ではやれないと思う、公務

員ではやれないというよりも、自分の仕事を特命的にやってくれる人がおらんとね、やって

いけない。 

その特命性とはなんだというと各局の調整、外部との調整、議会との調整だと。 

話だけど、今のあなたのこの現状、あなたは頑張っぷと言っても、あなたの周囲に今後関わ

るであろう関係者は、あなたが頑張っとっても、調整能力を発揮できるかというと、信頼関

係の話になるんだけど、私は極めて困難だと思うよ。 

すなわち、それぐらいのことをしてしまった。 

法律に触れてるか触れてないかの問題ではなくて、もう議会と調整もこれ難しくなる。 

先ほども言ったけど、私らは市民説明会に動員してくるとか、ね、例えば当局が、藤田さん

ちょっとどうしてもね格好つかんのですと、賛成か反対かちょっと置いといても、そんなこ

とを少しでも控室で、ちょっとつぶやかれれば、自分がさ、一生懸命肝いりでやってればさ、

あそーか当局苦労しとるかと思えばね、自分の支援者誘ってちょっと聞きにいこまいと、自

分で誘っていくとかさ。 

当たり前に多分私も日常的にそれするよ。 

うん、応援して欲しいと思ったら、ちょっと葛谷さんねちょっと何か言ってくれって、そり

ゃ俺でも私でも多分それはそういうことするよ。 

だけど、今県は減税日本にだけやってる。 

この状態でどうやってあなたに対して私達は信任を置くんですか、まず議会が先ほど当局の

話も、そういう意味では市民も一緒だな。 

あんたこと知ってれば、今日メディアさんいっぱい来てるからこれを報じられるかどうか知

りませんが、そうすると、当局が、さっきもはっきり言うけど、迷惑だと思うよ、きっと。 

あなたがあの姿を見たら、自分の局の事業が、なんかそういう目で疑われてしまうと、罪人

を咎めるようなことを私は言いたいわけではなくて、本当にあなたがね名古屋市行く末を考

えるなら、本当に考え、本当に心底それを考えていただくなら、そのようなご判断されるべ

きなんじゃないかなと。 

私は思います。 

あなたの考えは後から聞くけど、ちょっと少しあのスキームがずれるけど、総務局にちょっ

とお尋ねしたいんだけど。 

名古屋市ってさ、民間からの採用っていうのやってるよね。 
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事務斎藤課長：はい民間から職員への採用ということでお尋ねをいただきました。例えば民

間の方からということでいきますと、会計年度任用職員で採用したりですとか、任期付の職

員で採用したりといったような事例がございます。 

 

ふじた和秀(自民・瑞穂区)：会計年度も、それから任期付職員も同様にお尋ねをするけど、

そういうのって通常の市の職員の正規の職員の採用試験は当然日にちが決まってて、締め切

りがあってね。 

で採用試験を受けてっていうルーティン通って、合否があって、この 4 月 1 日におそらく

来年度も多くの新入庁職入ってくるっていうルーティンはもちろんあるんだけど、今、今ご

答弁いただいたような職種は、特に定期というか、定期不定期で言えば、どういう雇用募集

体験になりますか 

 

斎藤人事課長：今お話をさせていただきました会計年度任用職員ですとか、任期付職員の採

用についてはそれぞれの部署のその業務の状況とかに応じてですね、定期的にというよりは

必要なタイミングでですね、公募して採用していくと。 

いうような手続きになります。 

 

ふじた和秀(自民・瑞穂区)：その場合って、それは通常はなんだこれ、総務局が正規職員だ

って総務局が所管をしてやることになると思うが、各局が雇い入れるというか、採用するそ

ういった民間の役職者役職者にしましょう。 

役職者は、どういう募集体系でどういう募集スキームになるの。 

総務局一括してやるとか 

 

斎藤人事課長：まず全体の普通の新規採用職員については人事委員会の試験を通じて採用す

ることになります。役職者で例えば任期付職員でいきますと、その局からニーズなりを聞い

て人事課の方でね、公募の要項などを作って募集をすると。 

それで選考を行いまして、合格された方について人事委員会で再度ですね選考の合格をいた

だいて採用するというような、そういった手続きになります。 

 

ふじた和秀(自民・瑞穂区)：その場合って、その試験って、どういう試験ある。 

 

事務課長斎藤斎藤課長：主にですね論文などを提出していただきまして、その後採用の面接

などを行って選考していくという形が一般的でございます。 

 

ふじた和秀(自民・瑞穂区)：今、なぜこれを伺ったかっていうとさ、私は今田中さん。 
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あなたは、今の職責特別秘書という職責で、その身に甘んずるということの名古屋市政に抱

えるリスクというのは、ご説明した通りなんです。 

で、市長自身もね、要するに、公正公平な市政運営を行わなければならないもの、それは田

中さん、あなたも一緒なんだよ。 

だけど行き過ぎた行為であった。 

あなた自身も行き過ぎた行為だ。それがあった今回のこうした事実が発覚したことによって、

いわゆる名古屋市が背負うリスクっていうのは先ほどご説明した通りです。 

私は、あなたは、こっからあなたの判断になるんだけど、それをよく考えて、ご判断されれ

ばいいと思う。 

そんなんしたら、俺の仕事があってまた市長が言い始めるかもしれんのだけど、市長室には

欠員ができるわな。 

特別秘書のその場合は、もしそれで市長や、市長室が、ね、困ると。 

言うなら、可及的速やかに今総務局からお答えいただいた通りだから、予算事項には特に関

係がなさそうなので、その都度その都度、その場面に応じて、ある程度全庁的にコンセンサ

スがいるのかもしれないけれども、そしたらそれは臨時職員で、ね、あきの欠員を職員とし

て埋めるということはできるわけですね。 

すなわち、特別秘書という職責が、そこに欠員が出たとしても、それを補完するということ

は、私はできると思う。 

もしあなたに本当にそういう気持ちがあって、一から出直そうと先ほど言われたようなね今

後は厳重に注意してと。 

いう気持ちがあるなら、そのときに堂々と採用試験を受けられればいいんじゃないかなと思

う。 

一からやり直させてくださいって。 

その代わり今までのように特別秘書としてのね、各局調整とか、ね、そういうところにはリ

スキーが種を埋めそれは特別秘書の職責なので、座っていればそれをやらなきゃいけないわ

けですね。 

別に私はあなたの人生を変えたいとは思ってないんです。 

そういうことまで含めて、私は今回はちょっと真剣に考えるべきだと思うけどここで辞意を

表明しなさいなどということは言いません。 

あなた自身が考えることだけど、今後あなたが残念だけど、残念だけど結果論として、あな

たが特別秘書を続けていくことは、非常に名古屋市政に一番身近なところで言えば、先ほど

言った通りで、誰も口にしないかもしれないけど、あなたの姿を見たらねその所管の局の皆

さんが迷惑に思うんだよ。 

それはあなたに責任があるのか、そうさせる市長に責任があるのかというのはここでは問い

ません。 

田中さん、あなたの人格を否定したりあなたの思考を否定したりもしません。 

そういう立場、苦しい立場にいるからやらざるを得なくて私はやってるんだと思う。 
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あなたが立場を変えたら、家族自身は私はあなたの人柄を決して悪いと思ってないからかわ

いいとこもあるなと思ってます、私正直、前任者に比べればずいぶんいいなと思ってます。 

もうこの際だからこのまず率直に言っときます。 

前回その前の特別秘書に対してそういう実績から私は非常に特別秘書に対する制度そのも

のに、懐疑的でしたずっとそれはもう資料で示した通り、それに比べればそのときに比べれ

ば、それは多分議員の先生みんな同じだと思うよ、田中さん。 

あなたに対して、ずいぶん誠意的に一生懸命やっとるなと、できるかできんかは別として、

できてるかできたかも別として、一生懸命それなりに誠意的にやってるなって気がするよ私

も。だけどこういうことになるとねもうそれではね、かばいきってあげられないんだそれは

ね。 

議員の我々が理解すればいいということにはならないと思うんです。 

ちょっと長々とお話をして申し訳ないけど。 

その上で市長が、ね、欠員ができたら困るとか、市長の業務に支障が出るとか、いうことを

考えれば、総合的にそれは市長がまた判断されるんじゃないかな。 

田中がおらんなったから、別のまた特別秘書を見つけて秘書というふうにするかもしれんし。 

それはわからん私も。 

あくまでもねそこはあなたの任意の判断だから、別に我々がやめろというわけにもいかない

んだよね。 

一度そういうことも含めて市長とよく話し合われたらどうかなと思うけど、どうですか。 

 

市長特別秘書：まず本当に今の委員のご発言をしっかり聞いてる中でですね本当に名古屋市

政全体の信頼をですね、損ねるような大きなただこれ、1 回こっきりのやってしまった私自

身の過ちの事象ではなくて、本当にいろんな多岐に渡ってですね多分ご迷惑をおかけしてい

くようなことだと改めて今かみしめてお話を聞いておりました。いろいろ委員よりですね自

分の今後も含めてだと、市長全体のことを市長の補助的な業務というのも全体含め考えるよ

うにという今お話を賜りました。私としてはもちろん最後指名に私の身体に関しては市長が

お決めいただくを決めていただくことだというふうには認識しておりますが、私としまして

はですねこれ許されるのであれば、引き続きこの特別秘書いう立場でですね、しっかりです

ね信頼回復に努めながら公正で公平な市政運営ってことをしっかり意識した上で、しっかり

業務をやっていきたいというふうに思ってはおります。 

ただもちろん、今のしっかり市長と考えてくるようにというようなお話ももちろん私だけで

考えられる話ではないというふうに思っておりますので、しっかりそこを市長ともう一度話

をした上でしっかり自分自身でも意志を持ってですね、今後についてしっかり話をしていき

たいというふうに思っておりますので、いうふうに思っております。 

申し訳ございません。 
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ふじた和秀(自民・瑞穂区)：何か私今あなたの話聞いててなんかしたことに対する謝辞とい

うか、そういう意味の、なんていうんだろう、自戒の言葉みたいなところは、あの伝わった

けど、なんか、責任っていうところについては、先ほど私が指摘をした。 

あなた 1 人の問題じゃないんだと。 

ねそれは今、物理的なね具体的なもうそういうリスクを今後背負ってくんだよと。 

いうことを、今私はわかりやすく、ちょっと言葉が辛辣になることも、もう問わずに、率直

にお伝えをしたけどつもりだけど、そこに対するあなたの名古屋市政だとか、ね、6 年間勤

めた以上はもうあなたの隣にいる人たちも含め、職員たちはみんな私はあなたの仲間なんだ

ろうと思うけど、ね、そういう人たちの思いというものに対して応えようという、そういう

意味の、何かなんて言うのかな。 

考えというか覚悟というか、そこは全くあなたの言葉では、感じ取れなかったな。 

すなわち、続けたいっていうことしか、今私はあなたからあの聞き取ることができなかった

のは非常に残念です。ここで辞意というつもりはないからやめますとかやめるとかやめない

とかのことを言う必要はないけど、ただ今のあなたの表現からは何かまだ少ししがみついて

る感があるかなと、ちょっと甘さを感じる。 

なと。 

だから何度も言うけど市政に関わっていきたいなら、別に特別秘書じゃなくても、そういう

採用枠がもし仮にあればね。 

別にそういう方法論もあるだろうっていう可能性も示したんだけど、それはあなたが決める

ことじゃないからね。 

だからその生活の保障も大事だから、そんな話はしてないけどね。そういういろんな思いが

錯綜してるのかなと思うそう思うけど。 

何か明快な氷塊するような、そういうコメントには聞こえなかったのが、残念。 

ですね。 

どこだったかな。 

ちょっと待ってね。 

ちょっと頭引き出し整理してるからひとまずはちょっと他の方もあるかもしれないからち

ょっと一旦終わりますわ。 

 

横井利明(自民・南区)：今これ資料拝見して、大変なことだなと思ってます。 

ちょっとこれ順次質問の中で申し上げたいと思いますけれども。 

まずその前に、ここにコンプラ室がありますよね。 

もし仮に、市の職員さんが、公平公正が求められる市民に対する説明会や討論会において、

名古屋市が有利にことを運ぶために、某議員に頼んで、賛成の意見を表明してくれとお願い

して、その結果、討論会では賛成の意見を表明してしまったと。 

いうことが、これ、誰が言い出したか別にしてね、ということが明らかになった場合に、コ

ンプラ室として、どんな対応されますか。 
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コンプラ推進者坂本室長：制止いたします。 

今議員の方から、市民との討論会等においてですねそういう議論を誘導するようなことがあ

ったというのが一般職員としてあったというご質問をいただきました。事案につきましては

仮の話というかですね具体的なものを判断しなければ、個々に判断対応することは難しいと

思いますけれども、結果としてですね、市民の皆様の疑念と不信を招くような行為があった

場合につきましては、組織としてしっかりと対応を責任ある対応をとるという形になるかと

思います。 

 

横井利明(自民・南区)：責任ある対応をとるということだったんだけれども、今回田中特別

秘書は、地方公務員なんだよね、地方公務員法の対象なんだけれども、この特別秘書ってい

うのは、コンプラ室の対象になるんですか。 

 

坂本室長：特別秘書につきましては一般職員ではございませんで、特別職という形になりま

すので、我々総務局の方で対応を考えるというものの対象にはならないかと思っております。 

特別職の方自身としてそういった対応を自ら責任ある対応をとるということになるかと思

います。 

 

横井利明(自民・南区)：そうすると、コンプライアンスの対象ではないけれども、これに例

えば、一般職員であれば、責任ある対応を求めていくということからすると、相当重いこと

なんだなっていうのは容易に想像ができますし、またこれによって今どういう状態かってい

うと、経済水道委員会止まっちゃったんだよね。 

議論をしてたんだけれども、総務環境委員会で、経済水道委員会に関するようなこの議論が

始まって、今、経済水道委員会は、止まってしまっているとこの今日の総務環境委員会の議

論を聞いて、来週もう一度再開をすると聞いてますと同時に、ちらっと今、雑談の中で聞い

た話だと、今回のこの市民説明会、これ今回は 12 月 3 日に 1 回なんだけれども、他の市

民説明会についても、調べないかんわなと。 

要するに、これ何で調べないかんかっていうと、市民の疑念が他に及ばないように、市民の

信頼を回復するためには、他にあったのかなかったのかも含めて、ちょっと全部調べ直さな

いかんわなと。 

いう話もありました。 

そういったコンプラ室の考え方。 

また、経済水道委員会への影響、そして市民の信頼を根底から損ねてしまったこと、市に不

審を抱く市民が少なからず出てくるであろうということ。 

他の説明会や討論会についても、疑念を持たれてしまったこと。 

こういったことを含めて、田中特別秘書は、どのように感じましたか。 
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市長特別秘書：今委員よりですね要はこの単発の日だけではではなくてですね、多岐にわた

る経済水道委員会、観光文化交流の事業を含めてですね過去のことも含めて市民の皆様も含

めた要はその信頼の影響を多大な影響を与えてるという大変厳しいご指摘を受けました。私

としましても、市長からの現状の中にも書いてある通りで、やはり行政というのは公正公平

でなし運営というのが基本にいいですね。 

様々な市民の皆様のご意見や主に踏まえてやっていかないといけないとそれに対してのや

っぱ疑念を抱かせる、全てにおいての疑念を抱かせる行為になったというところで深く反省

をするとともに、今後ですねこういうことが起こらないようなやはりそういう自分自身に市

長とも相談をしながらですね、自分自身で今後こういうことは起こさないように、それ市民

の皆様にもご納得、職員の皆さんも含めて行っていただけるようなですね、そういうことを

しっかり考えて詰めていかないといけないというふうに認識をしております。 

 

横井利明(自民・南区)：あなたは勘違いしてますよ、私はそんなこと言ってない。 

自分自身が信頼を回復できるように努めていくと、もうねあなたの問題じゃないんですよ、

これ。 

今回起こってる問題は、名古屋市全体が疑われてるんすよ、こうやって市民説明会も討論会

もさくら呼んでで、賛成意見を公務として述べさせて公務ですよ、述べさせて、そうやって

市民の民意を誘導していたんだな。 

このことは、あなたに対する信頼じゃないんですよ。 

市政全般に対する信頼を失っちゃったんですよ。 

だから、他の討論会についても説明会についても、これ観文だけじゃないですよ。 

名古屋市が行っている全ての説明会に対して、信頼を失墜させたんです。 

あなたがいくら頑張って信頼回復に努めたって、あなたはせいぜい自分のことだけであって、

私が問うてるのは、市政全般なんですよ。 

あなたの個人のことを聞いてるわけじゃない。 

そのことに対して、どのように対応されるんですかと聞いてるんです。 

 

市長特別秘書：申し訳ございません。改めてですねもうこれ私だけの問題ではないというと

ころをですね改めて委員からの厳しいご指摘で、深く認識したところでございます。 

やはりもう、市長が任命した私のこの行動ってのが全ての疑念のもとになっていくというと

ころであるというふうに思っておりますが、やはりこういう軽率なですね、行為というとこ

ろをしっかり、まずただやっぱり私自身がしっかり戒めていくというところからですね、信

頼回復に努めていくしかないというふうに認識をしております。 

 

横井利明(自民・南区)：そうするとあなたが、市政全体の信頼回復に努めるわけだね。 

あなたが全ての局の信頼回復に私が努めると、いうこと。 

本当にそんなことできるんですか。 
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市長特別秘書：申し訳ございません。ちょっと語弊のある言い方をしましたもちろん私一人

できるものではない。 

ただし私自身がまずはしっかりですね公平で公正な業務というのを意識して、納得いく形で

意識をしてですねやっていくというところからまずはすいません、私自身はしていかないと

いけないという意味で先ほどお答えをさせていただきました。 

 

横井利明(自民・南区)：これ様々な説明会や討論会への市民の疑念をもたらした。 

これ事実でしょう。 

でも私はね、そんなことやってる市の職員は誰もいないと思いますよ。 

そんなことやってる。 

民意を誘導して、市役所が有利に働かせようなんて思ってる人 1 人もいませんよ。 

申し訳ないが、あなたただ 1 人じゃないかな。 

そのことに対する責任をきちんと持ってもらいたい。 

あなたの軽率な行動で一生懸命真面目にやってる市の職員全員が大変な迷惑をした。 

これによって、下手すると名古屋城の問題だって疑念を持つ人、増えちゃうじゃないですか。 

そのことを私は大変危惧している。 

この問題をうやむやにして、放置をすることは、市政にとって絶対に良くない。 

と私は思います。 

ぜひしっかりと考えて対応してほしいと思います。 

そしてもう一つは、今回あなたが行った行動は、公務だったとおっしゃった。 

公務だと言ったから、また大きな問題になったと私は思いますよ。 

ね。 

公務として、この一連のやらせ問題桜問題をやってしまった。 

だからおかしくなった。 

私はそう思ってます。 

もう 1 回聞きますよ。 

これは公務だったのか。 

それとも政務だったのか。 

一体どちらですか。 

 

市長特別秘書：今の一連のこの行動が公務か政務かという委員からのご質問でございます。 

ですねここに関しましては、あくまで私としては公務の中でですね、名古屋城の市民説明会

に、業務というのにも関わっていたというように認識をしております。 

ただし一つのいわゆるちょっと今回の一つの行き過ぎた行動というのが、大変ご迷惑をおか

けしたところで認識しておりますが公務としての適さないことをしてしまったのだなとい

うふうに認識をしております。 



13 

 

 

横井利明(自民・南区)：あなたの仕事は、市長の仕事を助ける仕事なんだよね。 

自分で判断して勝手に物事をやっていく仕事じゃないんですよ。 

とすると公務だとすると、一般的に何らかの指示を受けて、公務としてやったんだよね。 

間違いないよね。 

その指示は誰がしたんですか。 

公務だとおっしゃるんなら、誰が指示したんすか。 

 

市長特別秘書：今の指示を誰かしたという話ですが、基本的私の業務はもちろん公務市長の

指示のもとで動いております。市長は常々ですね市民説明会というところにやっぱたくさん

の市民の皆様にお越しいただきたいというところで、私も多分この当時いろんな方に呼びか

けたのかなというふうに思っております。 

ただいわゆる中川委員とのですね、この軽率な私の返答というかですね、ここに関しまして

は、私の中でのこれ行き過ぎた、いわゆる指示の範囲を外れた行き過ぎた行動だったという

ふうに深く認識をし、反省をして認識をしております。 

 

横井利明(自民・南区)：そうすると、今でも今回の一連の行動は、特別秘書、公務として行

った。 

いわゆる役所の業務として、このやらせ問題は桜問題をやってしまった。 

それによって、市民からの、大変な不信を抱いてしまった。 

ということでいいですね。 

 

市長特別秘書：こういう一連の行為としましてはただ私は、司会の方にしたという。 

ところではないというふうには思ってるんですけれども、ただ、いわゆるいわゆるこういう

ふうに返答してしまったというところに関しましては、これ私のあくまで行き過ぎたであり、

公務の中での私のいわゆる公平で公正な市政運営から外れた動きであったなというふうに

思っております。 

 

横井利明(自民・南区)：おかしいですよ。 

あなたさっきから記憶にない、記憶にないって言いながら、なんで司会者には言ってないっ

ていうわけ。 

なんでそこだけ明確なの。 

そういうところがね不信なんですよ。 

記憶でなかったけどなんで司会者に言ってないの。 

なんでそこだけ記憶してるんですか。 
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市長特別秘書：申し訳ざいません。ちょっと語弊を与えるまた言い方をしました。記憶にな

いというかやってないというふうに思ってはおりますが、すみません自信がないところでは

ありますけれども、すいませんちょっとそこにかちょっと私もちょっと明確にはお答えでき

ないですが。行き過ぎた行為であったというところで深く反省をしております。 

 

横井利明(自民・南区)：そんなことは聞いてないですよ。 

よく覚えてない、記憶にないって言いながら、司会者に対してだけは言ってないと、あれは

断定したんじゃないですか。 

そういったところからすると、あなたのこの前回の全体の論理っていうのがあれは信頼でき

ないんですよ何が本当で何が嘘なのか、うそって言うとごめんね、なにが記憶にないのか。 

全然わかんないだから信頼できないんすよ。 

一方で、中川委員は、きちんと自分のメールの記録や、いろんな多分履歴を調べて、私は客

観的に見て彼の方が遥かに正確に正直に今回のことだって中川さんと何の得もないですよ。 

こんな話をして、ただやっぱり正義感、疑念に駆られていったんでしょう。 

ね、正直に僕は言われて立派だと思いますよ。 

それに対してあなたは都合のいいところを覚えてて、すごいところ忘れてると。 

ということからすると、本当にこの人は反省してるのかなと。 

としか私は、取れないです。 

いずれにしても、これから、どのように対応するかについて、きちんと答え出して、また私

達に教えてほしい。 

と思います。 

以上です。 

 

ふじた和秀(自民・瑞穂区)：ちょっと先ほど少し私も、気持ちがちょっと錯乱していて失念

していた質問をいたしました。 

なんで先やらせてくださいごめんなさい。 

今やり取りを見ていて、田中さんのことをもうちょっと聞くわけではないんでけどさ、ごめ

んねちょっと読むね。 

市長、中川議員で書いてあるんで、X してもよかったんだけど、市長の中川議員経由でポジ

ティブな質問が増えること増えると伝えておきます。 

開会前にお時間があるようでしたら市長の控え室に来られて直接させてあげてください。 

ちょっとこのやり取りを求めることで聞いてるわけじゃないから安心してそんなの緊張し

た顔せんでいいから聞いてくださいね。 

その後、中川さんからありがとうございます。でもギリギリになりそうですっていう、では

私から事前にお伝えしてこれ市長にですよね。 

伝えておきます。また終わった後に、よろしければ控室にお越しください。 
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どうもありがとうございますこういうやり取りがあるということは、少なくともこの事実に

ついては、市長に報告をしている。 

ということだと思う。 

だけれども、このときに市長はどういう対応だったんですか。 

 

市長特別秘書：ですねここに関しましては本当にもう今先ほど横井委員からも、先生再三注

意を受けたところではござございますが、私もどのように市長に報告したかと本当に今認識

がないところただって書いてあるから多分報告をしたんだというふうに思っております。 

ただ市長にですねそこを確認したところ市長から言われたのは、正直市長も、やっぱ 5 年

前のことでこれはもうないのではないか、そんなことなかったんではないかというふうに言

われた中でただいろんなそういう報告ってのやっぱり市長にはありますので、その中でもし

かしたら聞き流してたのかもしれないそういうようなことがあるかもしれないというふう

には市長はおっしゃられてました。 

 

横井利明(自民・南区)：いいですわ、それどうかの事実関係はあなたの記憶が曖昧だという

のは承知をした上で、別に嫌味で言ってるわけじゃなくて聞いてるから。 

ただあなたが今自らを認めになってこういうやり取りをしている。 

以上は、そうだろうと思うし、何らかの報告はしているというところはきちんとはっきりさ

せてもらっておきたかったんだけど、そうすると、さっきの話に戻ると、市長はさ、要する

に公正公平な視点を置かなければならないものとして行き過ぎた行為だとここでは言って

るんだよね。 

そのときに、これほどのことをあなたが言われていたら、多分ね曖昧な記憶にはならないと

思うんですよ。 

人として、それは叱られるわけだから、ね。 

すと、叱られたら覚えとるだろうやっぱり、だからそれは人の記憶心理だからね。 

だけど、今あなたが曖昧だということは、市長はこれを報告を聞いたときに、お前そんなこ

とやったらいかんと。 

中川さんにいって、発現せんでって言っとけって。 

増員してくれたことはだけどそんなことやったらあかんと。 

あなたが慮ってやったんだとしたらだよ。 

普通言うと思うんでここまではっきりだってその前にもう、だってやあんなもんの他のやつ

はやらせですよって何度も言ってるの市民討論会の調査委員会のときにもこの委員会でも

言っとったな。 

わしも昔からこういうのはやらせで、あんまり好きじゃないみたいなこと、私昔のトリノ、

議長やってたときに公務で見たときに、向こうの商工会を一緒に市長と回ったきに、市長も

同じようなことそこで私もよう覚えとるわ。れフィアットの会長と一緒に会って話をしとっ
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たときにフィアットの会長に失礼だなと思ったけど私ああいうのはちゃんと自由にやっと

るんですかと聞いとったんだ。 

なんで当時の国際交流課長が走って訳しないでくださいって答弁に行っとるというもう鮮

明に覚えてるけど、そういう思考だということであの人は、だからやらせば嫌いなんだろう

きっとね。 

だからもしあなたがね、慮って報告したんなら、私あの人は絶対止めると思うんだわ。 

ところがあなたが記憶が曖昧だというということは、聞き流したたんだったらホーカーと言

って聞き流したんだとしたら、全然あの人もやらせは全然受け入れてんじゃんって思うし。 

逆にあなたの記憶がない日常の報告、それぞれの回答という我々も議員ではあるけどそうね、

日常そういうことがあるからねそれが例えば団長の指示で、おふざけちょっとこれやってき

てくれって言われて、当局と何かやり取りして、団長ちょっと何局とやり取りしたらこうい

う結果ですとあって、ね、当然報告すると、アソーカありがとうご苦労さんでこ、れ日常の

会話、こんなことは多分覚えてない。 

私もうん、だけど勝手に私が団長慮ってやって、いや私ちょっと市長室をやってきましたよ

って言った言ったら、ほんなふざけんなんでこんなことやるんだって言われたら絶対覚えて

る。 

これ普通の人間の日常的な、要するに推測論ではあるけれども、もしそこでリアクションが

薄いんで記憶が薄いんであれば市長が指示をしたということも、少し想定には入ってしまう

残念ながら入ってしまうなと。 

いう気はします。 

これだけが確認したかったので、すいません。 

ちょっとそこだけですね。 

田中さん、私はね、総合的にはね、私はあなたはおそらく横井団長と一緒だと思うけど、私

はねあなたはね、気の毒だと思ってるの。 

うん、あなたの人柄、人間性見てて、ね、だから前任者のときには、この条例に対して懐疑

的だったけど、ちょっとあなたを見て少し考え方が少し変わりつつあった。 

ただまたちょっと今戻ってきてるけど、それはあなたに責任があるという出来たファクター、

起きてしまったファクトに対しての評価がちょっと懐疑的になりつつあるけど、私はねあな

たはね非常に気の毒だと思う。 

これをね自らややってはいかんということはおそらくわかってるんだと思う。 

今までの答弁聞いてて、でもねそれをねやらざるを得ないような状況に、かそういう環境に

あなたがもう置かれている、もしくは強いられている。 

というふうにしか私には評価ができないんだこの問題は、誤解のないように、そこだけはこ

の公の場で申し添えておきますね。 

そんなね要するに、その市民討論会を操作していいなんて思ってないと思われるあなたは、

だけど慮ったにせよ、指示を受けたにせよ、それをやらなきゃいかんというば自分の立場環

境に強いられているということで私はあなたには同情してるからね。 
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このことだけは申し上げておきます。 

 

うかい春美(民主・中村区)：はい、私の方からも一、二点お話させていただきたいと思いま

すが今あの藤田委員の方からありました。 

私もこれと市長の認識とこれについてなんかおかしいなと思っていいんですいいです。 

は言ってくださいましたのではいこれだったらきちっとお伝えをしていると思うしここだ

けで市長が厳重に注意をしたって、今、今更っていう感じがしましたので、同じようなこと

もお伺いしたかったんでわかりました。ただ、このメールのメールっていうのこれ。本当に

一番最初のところで、それはいけないよと。 

そういうことは特別秘書としてやるべきことではないよということを、メールの最初に言っ

ていただけば、今日、勇気を持ってこういうのを出していただいたということですけれども、

あの人としてそういったことが言葉をきちんとかけていることができれば、こんなようなこ

とにはならなかったのではないかなっていうことも思っています。 

そして本当に残念です。 

ずっとお話伺いながら、おっしゃっていらっしゃることに対しての一生懸命お答えしてらっ

しゃいますけども、やはり特別秘書としてしっかりとしたお答えが出せていなくて最後の方

では、進退も考えなさいっていうようなことを言われてしまうということについて、私も本

当に残念ですね。私総務環境委員の家にして、いただくたびにですね、特別秘書さんは一体

何をしているんだろうとどんな仕事をして、どんなことを市長さんに進言してるんだろう。 

特別秘書なんだから、どんな特別な仕事なんだろう。 

どんな特別な内容なんだろうということで前の名前出してるからいいですか、北角秘書前特

別秘書さん、特別秘書のときにもおいでいただいて、目に浮かんできますがあのぐらいの席

のところでお答えいただいたり、田中秘書さんもね特別予算のときにも来ていただきました。 

そして、いろいろなことをやっぱり、修正し、改善していってほしいと、しっかりと仕事を

していただきたいと。 

特別秘書として、そんな思いで質問をしたり、お答えをいただいたり提言をしたりしてきま

した。 

そして付帯決議。 

ついてきてますね。この令和 3 年 3 月の付帯決議、私も藤田団長さんにときにね一緒にさ

せていただいたんですけれども、その中にですね、職責を果たしたことによる具体的な成果

の説明が十分できておらず、市民に対して十分な説明責任を果たしているとは言い難い。 

市長において報告書を十分に理解していないなど、特別職秘書に対する管理監督責任を果た

しているとは言い難い。 

状況だと、その設置の必要性が全く認められないというようなことが、この付帯決議で作ら

れていて、特別職の秘書の指定等に関する条例の改廃を早急に検討することということまで、

付帯決議をつけられている。 
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だったらば、やはりこのことに対しても、例えば十分な説明責任を果たしておらず来たら果

たさなきゃならない、ならない果たしなさいって言われてるんだから、果たさなきゃならな

いと市長が報告書の理解できていないなんて書かれたら理解できる報告書にしなければい

けない。 

ことですよね。 

そういったことをきちんとすることによって、市民そして議会、市民の代表である議会に対

しての説明責任を果たしていく。 

すごい秘書が特別職のこの人がいる存在感、必要性、それが生まれてくるんですよね。 

それが本当に果たされていなかったまだ果たされていないってことですよね。 

まだ十分に果たされていない。 

ということで、このような状況になっているということです。 

一つのことを言えばですね、出していただいた、記録。 

記録。 

この記録ずっと 5 月からずっと出てるんですけどずっと見ていただいてもですね、これあ

れですよね、一つ打っておいて後コピーしてね、最後のところの今月の活動所管主な成果だ

けに 2，3 行つけ足していけばいいというふうにとられてもしょうがないようなのものです

よね。 

ちょっと細かいことは、前の細かいことはどんなことをお話やったかということちょっと引

っ掛けれないので断定言ってみましたけど、書いておけばいいじゃないすか。 

だから先ほど来の質問にあったものがこういうところに現れていれば自分で見返しできる

じゃないですか。 

ね、これどんなとここれ一生懸命に工夫して、改善をして、記載してあるんですか。 

私が言ったようなことは失礼なこと言ったかもしれないですねコピーして、付け足しておけ

ばいいというような、どう思われます。 

 

市長特別秘書：そうですね委員からですね、これもまた大変厳しいとにかく虚空に対しての

その責任をどこまで果たせてるんだという厳しいごご指摘をご質問いただきました。 

まず今回の報告書に関しましてはですね、過去のあの経緯で申しますと、元々、実は元々は

ですねこの報告書で申しますと、いわゆるやってる事業の業務の項目だけ書いてる。要は大

きな丸印ですね、の部分だけを書いてるような報告書でございましたそれをまず一度目です

一度目にですね、申し訳ございません。 

すいません令和２年ですね 9 月の末の決算委員会でですねしっかり説明を果たすこととい

う中で、まずはこれ、実は同じような項目を大きな項目としては、基本あんまり変わってな

いんですけれども、要はせめてですね、例えばその中でも、いわゆる大きく、そのさらに中

項目でどういうことを、その付き合ったのが例えばレクの調整だけなのか、市長のレクの調

整だけなのか、当局と意見交換、レクだけすれば当局で意見交換するんですけれども、だけ

ど市長の指示でいろんなそういう研究者だけなのかはたまたそういう有識者の方とか企業
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の方とかの意見を聞いたのかとかそういうところを、そのとき月の予定をちゃんと見てです

ね、その中で実は細かく編集をさせていただいております。その上で所管として全体を通し

て、やっぱ市長中でもほ業務の中でも市長が例えばメディアの前で話されることとかですね、

幹部会とかそういう公の場で話されるようなときに関してそういうのはちゃんと記憶しと

いてですね、なるべくその中でもちゃんとその活動が見えるように所管をつけさせていただ

いてます。 

さらにそこからまた鵜飼委員がおっしゃった令和 3 年の予算委員会のご指摘を受けまして、

その中でさらにその成果というところを、よりこれ成果もちろんその当月予定は上がらない

成果もあればですね当月の活動と成果がその当月クロスしないというか、やっぱ翌月以降に

成果が伸びる場合とかももちろんあるんですけれども、なるべくその成果とやってることが

対比できて書けるようにという形で今ご説明をさしいただいてるとこでございますが、やは

り今回の今日の委員会の冒頭でですねやはりもっとその議会に対し、議会の皆様に対して説

明を能動的にしていかないといけないと言えば市長から、やっぱそこもしっかり反省をする、

検討してですね、上がりましてですね、そういう中でより能動的な報告の仕方というのをし

っかり考えてやっていきたいというふうに思っております。 

 

うかい春美(民主・中村区)：動的なとかよりわかりやすく、より内容がというようなことで

何かでも令和 5 年の報告書ってこれ、中身が何かわかる、今説明されたようなことが表さ

れてますかこれ。 

ごめんなさい、令和 2 年の 2 月に出していただいた報告書があった。 

これの方がまだわかりやすいなと少しね、少しだけの状況だよバリュー目名古屋城天守閣整

備事業における各調整業務バリアフリー協議会の準備、バリアフリー協議会準備に関する障

害者団体企業へのヒアリングおよび調整、バリアフリーに関する国際コンペのための調査、

其の他天守閣整備事業に係る各種打ち合わせ検討調整等って書いてあんですけど、これまだ

中身がわかりますね。 

これは悪くなってませんこれ、令和 5 年 8 月 7 日だとか 9 月とかって書いてあって、何が

改善されてるのか。 

がわからない。 

今さっきおっしゃったようなことは、報告するためにやってあるのならば書けばいいじゃな

いすか、これ市長への報告書だもんねそれを書けばいいじゃないすかって書いて、こういう

ところに出すときに、ちょっともこれは出してはいけないんではないかと思いますようなこ

とがあるよくありますよねちょっと黒塗りにするとか何とか隠してすればいいわけで、隠し

てて変ですけどね注意をしてやればいいわけで。 

こういう、こんな報告書なんかも同じこんなふうにごめんなさい。 

こんな報告書なんて言っちゃった。 
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同じやつをさっきも言ったみたいに、コピーして、最後のに三、四行、今月の活動所管主な

成果って言って、こんなようなことがあるもんだから、全ての活動に対してやっぱり疑念が

生まれてくるということになりますよね。 

そして市長さんにちゃんと伝えてるのさっきの話の、これ伝えてと書いてありますけど。 

こうやって後の方に調べた資料になってくると、知りませんでしたみたいなことが書いてあ

りますよね。 

これもきちんと整理できるじゃないですかだから、やっぱりこういったもの一つ一つに対し

てですね、市民、議会にきちんと説明責任を果たす。真摯に向き合って、いろいろと提言さ

れたことをやって、そしてあの職責を果たしていくということが必要なんですよね。 

そんなふうに本当に残念なことになっていますけれども、私はまずはそのことをお伝えして

おきたいというふうに思います。 

以上です。 

 

近藤和博(公明・緑区)：それでは今の委員すいません私の方からも、何点かお伺いをさせて

いただきたいと思いますが、まずちょっと端的にお聞きしますけれども、市長さんの方にご

報告に行かれて、市長さんからこのようなコメントが戻ってきたわけですけれども、何か、

今日この話題が出て、この市長さんとのやり取りを経た上で、何か思い出してきてることっ

てあるんですか。 

少しずつ記憶って戻ってくるもんだと思うんですけれども。 

何かご自身のこの一連の、今日発言された中で、記憶にありませんっていうワードが多かっ

たと思うんですけれども、ここはおぼろげながら思い出してきた。 

何か引っかかるところがある、何かあったらぜひご披露いただけるとありがたいなと思いま

す。 

 

市長特別秘書：今近藤委員からですね、当初今日のからですねここに至るまでやっぱそうい

うやり取りの中で、やはり私も何点かですね出てきたものとしましては、確か市長と話をし

てお話をさせていただく中で、確か中川委員が、きたというのは、何か若干市長も認識をさ

れてるようでした。私も、そういうところでお話が出てきたところでございます。 

ただやはりこれかなり、多分これ、多分市長が控え室に入ってる間に、中川議員に私報告し

ますようなことを書いてるような気がしますので、なかなかそのあとそこのどういう報告し

たとかそういうとこに関しちょっと私も本当にまだ認識が、あの、記憶がたどれてないとこ

ろでございまして、そのぐらいかなというふうに思っております。 

申し訳ございません。 

 

近藤和博(公明・緑区)：あんまり戻ってきてない感じですねわね。 

何を申し上げたいかって言いますと、私、前回休憩前の質疑でもさしていただきましたけど、

結構メールのやり取りって、あの強烈ちゅうっていうか過激なんですよね。 
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いきなりさくらの方の顔写真と名前を送付してありますと。 

やっぱり記憶って、強烈なものってやっぱ残るんですよ。 

私だったら多分、このメッセージ、いきなりいただいたら、もうちょっと強烈な記憶として

残ると思うんですね。 

なので、残っておられてないという感覚が、ちょっとごめんなさい私にはなかなか理解でき

ないところがあるんです。 

なのでちょっと重ねて聞きますけど、この桜の方の顔写真と名前送付してありますと。 

これを受け取ったときに、率直にどう思われたのか。 

ここすごく大事だと思うんですけれども、いかんなと思ったのか。 

これはありがたいなと思ったのか。 

この感覚ってあると思うんですけれども、これはお答えいただけますか。 

 

市長特別秘書：いわゆるまず最初にこの写真をこの強烈な写真といさくらというものが私の

前に突きつけられたわけだというふうに思いますけども。 

本当に申しいわけございません。 

本当そのあたりをどういう話がその当時認識したかというのが、本当になかなか思い起こせ

るところではなくて、ただでも私このメールを見てる限りだと、極めてポジティブに捉えて

るっていうのだけ私これわかりますので、でもポジションで質問が増えるのかなというそう

いうとこですごい多分期待したのかなというような気はしているところでございます。 

 

近藤和博(公明・緑区)：やっぱりね、あの正直にポジティブに捉えちゃったっていうふうに

お答えいただきましたけど 0 は、やはり私が受け取ったとすると、やはりよくないという

イメージに普通やっぱ捉えますよね。 

もう一つ付け加えたいのは、先ほども申し上げたように記憶ってやっぱり強烈なものっての

は残るので、これで残らないとするとね、我々はやっぱりこうしたことが、常態的にとは言

わないまでも、幾度となく行われてきたんじゃないかと。 

こういう疑念も生じちゃうんです。 

当たり前のように言ってみれば行われてきてたとすると、それは当然記憶に残らないですも

んね。 

こういう疑念も生まれてきてしまうので、やはりどこまでの記憶をたどられるか、ご自身と

して責任を果たすということはそこもたどっていくってことが責任を果たすことに繋がる

と思うので、そこもしっかり思い出して、回答できるとこはぜひ回答していただきたいなと

いうふうに、まず思います。 

加えて、市長のコメントのところですけれども、一番上の段の最後のところですよね。 

賛成派の市民の方を動員し、当日意見を述べさせるよう田中特別秘書に指示をしていない。 

こういう書き方をしてますけれども、読み方によると、これそのものの指示はしてないけれ

ども、同趣旨の指示はあったのか。 
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この辺ってどんな記憶ですか。 

 

市長特別秘書：趣旨の要は、市長は賛成派に限定して、この市民の動員をしないというよう

なこういう書き方に対して、それじゃ動員のどういうものがあるかというところで、これも

実はあのコメントを書く時、市長からいただくときに配慮しようという会話をしていく中で

ですね、確かに市長も本当に行って数人が少なくて寂しいというのはなかなかあれだ。 

ですからやっぱ上段に書いてある通りで、人がたくさん来てほしい、市民の皆様にたくさん

来ていただきたいというような、そういうやっぱ常々指示をされてるというふうに、私も確

かに市長にそういう指示はいたるところで、その当局とかにもっと人を集めなあかんでしょ

とかそういうことを言われてるとこは確かに、見たというふうに見聞きしてるという記憶は

ございます。 

 

近藤和博(公明・緑区)：そうすると、この会の以前の会はね、今おっしゃっていただいた人

数も少なかったっちゅうことと、反対の意見が多かったおそらくこれに対する市長さんご自

身の感想なりコメントなりをおそらく田中特別秘書は聞かれてたんでしょうね、身近で。 

それに対して、私はそれは支持とは言いませんけれども、市長の思いを伝えるには十分だっ

たんじゃないのかなって思うんです。先ほどね、そういう環境に田中特別秘書が置かれたが

故に、田中特別秘書がそれは慮って、そういう行動に打って出ざるを得なかった。 

こういう形になってしまったということなのかもしれませんけれども、最終的にですよ、田

中特別秘書さんは、市長は指示をしてないって言ってますけれども。 

田中特別秘書さんが、ご自身の判断として、こういういわゆる動員をされたということでよ

ろしいんですか。 

 

市長特別秘書：要は私の判断でこれ動員をしたのかというとこですが、すみません申し上げ

ません。動員に関しましても私の中ではその動員を積極的にしてきたというそういうような

認識はなくてですね、どちらかたくさん来たらいいなというふうにはもちろん思ってまして、

そういうところを、でしかないのかなというふうに思っております。 

 

近藤和博(公明・緑区)：メッセージの中で、3 人というあの人数で中川議員経由でポジティ

ブな質問が増えると伝えておきますと。 

市長に伝えたいと思った理由は何なんですか別にこれ、市長の指示じゃなかったら市長に伝

える必要ないじゃないです。 

なんで伝えようと思って市長特別秘書：この要はポジティブな質問が中川議員経由で増える

ということに対して市長にさ伝えたかというとこでございますが、私もあれですけどやっぱ

り私もよくこれを中川議員だけじゃなくて、ではなくてですねいろんな他の議員の皆様とか、

市民の皆様とかからそういうやっぱり前向きないろんなものをやっぱり結構喜んで、まず市

町でもやっぱり見届けようというところはもちろん日頃の、最近もそういうことが一つあっ
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たんですけれどもございます。そういう中の一環で多分やはり私もすみません申し上げたや

っぱ心情としては木造天守やっぱ推進してきたいうところが多分ある中でそういうとこで

ちょっと行き過ぎた行動として、その桜というところを見落とした上で、認識甘いままで市

長に報告するというところに至ってしまったのかなというふうに反省しております。 

近藤和博(公明・緑区)：私この件に関してちょっと皆さんの記憶をたどってる中でしかやり

取りができないので、真実がどういうふうなのかっちゅうのはわかりませんけれども、私が

思うところはですね、やっぱり市長が常日頃からそういったご自身の思いを強く発信をされ

ている。 

それに対して田中特別秘書はそれに応えようと思った。 

それが故にサクラの方であっても、ありがとうございますという、こういう回答になってし

まって。加えて、その桜の人がポジティブな質問をしてくれるということも含めて、おそら

く市長に報告をされたんだろうなというふうにですね。 

そうすると、田中特別秘書さんの行動も、私はよろしくないと思いますけれども。 

やっぱりね、市長特別秘書を、いわゆるマネージメントしている市長のあり方にも、やはり

少し気をつけてもらわなきゃいけない部分っていうのが、私は往々にしてあるんじゃないか

なというふうに思います。 

指示はしてないんですけれども、指示はしてないけれども、意向は強く伝わってるはずなん

ですよね。 

それを指示と捉えるのか。 

市長の意見というか独り言として捉えるのか、でも特別秘書さんは、そういう思いを伝えら

れたら、おそらくそれこそが市長の指示に近いものだとこういう認識を私は持たざるを得な

くなってしまうと思うんですよね。 

ここら辺がやっぱり公務と政務の縦分けが非常に難しい部分ですし、今回の一番大きな落と

し穴になっているんじゃないのかなというふうに私は思いました。いろんなあの方々のご意

見聞かせていただいて、私本当にこの件ですけれども、及ぼす影響はやっぱり非常に大きい

なと、正直思います。 

名古屋城のバリアフリー討論会がこれだけ大きな影響をしてる中で、同じ名古屋城の説明会

討論会の中で、このような事態が起きてしまったということは、やはりあの真摯に受け止め

ていただいて、今後については市長と相談されるということですけれども、よく相談いただ

いて、いろいろ対応の仕方を検討していただければと思う。 

ます。 

以上です。 

 

うえぞの晋介(民主・西区)：すいません、様々な委員からの質疑を得てですね、この資料が

出てくる前の前段で少しお聞きをしたことを含めて確認をさせてください。 
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今近藤委員のやり取りの中でも、この市長の認識についてということで、賛成派の市民の方

を動員し、当日意見を述べさせるよう田中特別秘書には指示をしていないと市長の認識につ

いて確認が取れました。 

っていうことであれば、なぜ田中特別秘書はですね、中川委員に対して賛成派の方の動員、

そしてまた司会者にですね、賛成側の意見を公表してほしいという動きに至ったのかが僕全

く説明が理解はできないんですよね。 

市長の指示でないということであれば田中特別秘書がやはり自分の思い、そしてこれまでの

様々な多分その時代背景の中で、やはり名古屋城木造復元を進めていかなきゃいけない強い

思いの中でですね、中川委員に対してこういいった記録を見る上では働きかけをしたんじゃ

ないかなというふうに思うんです。 

それを今、あの 5 年ほど前のね、話だというだけでなかなか理解ができないんですが。 

本当に記憶がないの。 

正直に答えてくれてる。 

ちょっとその辺ちょっと確認させて、 

 

特別秘書：上園議員よりもですねもう本当に度重なる各委員の皆様から厳しいご指摘ではご

ざあるんですけれども本当にこういうようなことをですねいわゆるこういう動員とかサク

ラ的なですねそういうことを依頼してきたというのが本当に僕、私としても認識がないとこ

ろでございまして本当にそこはさらにその事実をしっかり思い起こして話さないところも

含めて、本当に申し訳ないというふうに思ってるとこでございます。 

 

うえぞの晋介(民主・西区)：なかなか記憶がないって言われてしまうと、進まないっていう

ところで、きちっと説明ができないというふうに理解をしています。 

一方でこの休憩間の再開に至る間ですね。 

12 月 3 日以降、さらに 3 回以上やってるんですよ。 

そういう意味では昭和区の文化小劇場、そして市民会館そして公会堂っていうところでね、

僕は他のもしくはその近隣の田中特別秘書がね、お電話して、少しでも賛成派の方のですね、

市民の方への動員をお願いできないでしょうかと中川委員の他にも、お願いをした可能性が

あると疑ってしまうんです。 

そちらについてはこの場ではっきりと記憶がないっていうふうに答えをされてしまうとそ

れで終わっちゃうんだけど、他に働きかけをしたことは覚えてないですか。 

ありませんか。 

答えていただけますか。 

 

市長特別市長：他の会場でもという話を上園委員からいただきました。私個人的にもちろん

メモ取ってからですねスケジュール等残してますので確かうち何会場か私、市長の公車に乗

っていってですね一緒に会場に行った記録記録は個人的にはございます。 
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ただそこでそういう積極的なそういう積極的その人を集め、積極的に撤回しましてその人集

めを総動員的な人を集め、その賛成派。 

そういう問わずやってきたかというとそういうやっぱそういうもうそのあたりのメールと

かも実は一緒に見たんですがそういうことを他の方に依頼するような、そういう形跡は見ら

れませんでした。 

 

うえぞの晋介(民主・西区)：わかりました。この市長の認識最後、今回の件以外で同様のこ

とはなかったというふうな確認も取られていますが、この委員会でですねこれまでの議論を

通じて、やはり様々な疑念や疑義が払拭はされていないというふうにはっきりと断言します。

先ほどですねコンプライアンスの担当課長さんが答えていただいたようにこれ、一般職の市

の職員であれば、組織としてしっかりと責任を取るというようなところがあります。ちょっ

と過去のこの総務委員会の資料をちょっと見返してたときにですね、特別職つまり特別職の

秘書の職の指定に関する条例、平成 28 年の条例第 6 回て改正されたところが最新になって

くるんじゃないかなというふうに思うんですが、やはりここでもですねこの総務環境委員会

で同じような議論がされてるんですよ過去に。 

令和の 3 年 3 月であればまさに田中特別秘書が、この総務環境委員会で説明をされたとき

のことかなというふうに思うんですが、もう一度ね、あの確認を含めて市の職員さんはこの

部分は特にもう何十回何百回と多分言われてきたことだと思うんですが、地方公務員法、こ

れ抜粋です。 

信用失墜行為の禁止というふうにあります。 

第 33 条職員はその職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるようなことをし

てはならない、これ大前提です。 

名古屋市職員の倫理の保持に関する条例、以下様々あるんですが、市民から信頼される職員

となる倫理意識の高揚に努め民主的で透明性の高い市政の運営に当たらなければならない。 

また、常に公正な職務の執行に当たるこういったね厳しい厳格なルールがあるんです。 

あとは特別職ということで、先ほどコンプライアンスの方から一般職の方の例示を説明いた

だきましたけど、これまでの議論で経済水道委員会がこのことによって委員会が今止まって

しまったこと、そしてその他のね、こういった名古屋城の木造天守閣の木造復元の市民説明

会に置かれたところをちゃんと明確にね、やっぱり調べ直さなきゃいけないんじゃないかそ

ういう議論まで出てきている中、やはり田中特別秘書がこの場でおっしゃっていただいたと

ころの説明不足ということは否めませんし、本当にそういった意味で、今ほど説明した。 

通常であれば、その信用失墜行為に大きく該当するんじゃないかなと、私個人的にも思いま

す。そういった意味では、他の委員さんからも言われている通りこれからの立場、またこと

を含めてですね、しっかりと考えていただきたいというふうに思います。 

私は以上です。 
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くずや利枝(自民・名東区)：今上園委員からも、一般職員の場合厳格なルールに基づいて信

用失墜行為があった場合については力なりルールに基づいて対処されるという話がありま

した。先ほどもコンプラ室長からですね。 

このような一連の公正公平な市政運営に反する行為威信を失墜行為に当たる行為があった

際には一般職員には責任ある対応を求めるとの考えが示されました。 

これ参考までにですね、私、議員として議席を預かりする 10 年以上民間企業に勤めており

ましたけれども通常の業務の範囲を超えた行動により、社外、社外関係者お客様含めて信頼

をそこなった場合というという場合にですね、これ反省だけでは終わりませんよ。 

具体的には、もう左遷という名の移動ですよね。そういった業務の範囲にはもう関わらせな

い。 

社としての信用を保つために、左遷という形の移動ですね。 

あとは退職勧告。 

そして最後に一番重い処分は懲戒免職という形になるわけです。 

先ほどの上園委員もおっしゃられた、一般職員の場合厳格なルールに基づいて信用失墜行為

があった場合はですね本当に大変重い処分を求められる形に今なっているのではないかな

と思うんですけれども、先ほど来から田中特別秘書の身体も含めたご自身の意見としては引

き続き反省をした上で職責を全うしてまいりたいということで、ちょっと対応として、軽い

んではないかなと率直に思うわけですけれども。 

この田中特別秘書が行った行為というのは、そんなに本市において、軽いことなんでしょう

か。 

 

市長特別市長：私のこの今回の信用失墜行為に関しましてそんな軽いものではないのではな

いかというような厳しいご指摘でございます。 

すいません。最後もちろん私自身もしっかりそういうのに照らし合わせて考えていかないと

いけないところではあると思いますし、またこれやはり最後評価者である市長とですねしっ

かり相談して話をしてかないといけないところだというふうに認識しておりまして、やはり

そういう一般職の公務員とですね同じようにやはり私も、もう公務に限定されてるからには

そこを同じだと思っておりますので、そういうとこもしっかり照らし合わせてどういう反省

の仕方があるのかというとこも含めて、市長としっかり相談をしてそういう自分のですね信

用の回復の仕方も含めてしっかり相談をしていきたいというふうに思っております。 

 

くずや利枝(自民・名東区)：そこで、コンプラ室長にお尋ねしたいんですけれども、一般職

員の場合一番重い事態に対する処分対応というのはどういったものになるんでしょうか。 

 

人事課長斎藤：ただいま処分の関係についてお尋ねをいただきましたので、人事課でお答え

させていただきます。非常に重たい違反行為が行われるなどしてですね一番重たい処分とい

うことになれば、懲戒免職処分ということになろうかと思います。 
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くずや利枝(自民・名東区)：一般職員の場合、一番重い処分で懲戒免職。 

特別秘書は特別職でありますから、この対象にはならないですけれども、それに準じた責任

の取り方、いま一度よく考えていただきたいと思います。 

それから、特別秘書の制度に関しまして、先日の委員会でも、平成 29 年 9 月前任の北角さ

んが一身上の都合により辞職されて、この一身上の都合というのが衆院選にお出になられる

という理由でありましたけれども、その間 8 ヶ月空白の期間がありそれから、田中さんが

ご就任された。 

ということで、もう北角さんの衆院選に出る自己都合によりですね、特別職の特別秘書職を

投げ出してというような辞め方ですけれども、次に就任された田中さんもこのような公正公

平な市政運営に反する行為を公務として行われたことにかん。 

ことがつづ続いたことに関してですね、これは北角さん特別秘書職になられた北角さんと田

中さん個人の問題によりこうした一連の問題が起こっているのか、それとも特別秘書制度そ

のものに問題があって、こうした就任された方々が何らかの問題を起こしているのか、その

あたりについては、どう思われますか。 

 

市長特別秘書：ちょっとすいません。前任の方のことに関しまして私の口から何か述べさし

にくいとこでございます。私のいわゆるこういう公平公正性に欠けたですね、そういう行為

においてもこの制度との比較というところで、制度とのそのっていうところではございます

けれども、ここはもう制度ととしまして制度というところは、特にもちろん特別職であり、

なかなかその一般職のいわゆる先ほど葛谷委員がおっしゃられた通りで、いわゆるそういう

一般職でいう厳しいそういうところに、一時的にはまらないってとこあるってところが、も

しかしたらいいのかもしれませんけども、そういうとこに関しましてもしっかりこの認識し

た上でやって行くところであり、自分で言うのも、自分自身で保証するのもあれですけれど

もやはり自分自身の甘かったところ、制度ではなくて自分自身の甘かったところというとこ

ろでないかなというふうに思っております。 

 

くずや利枝(自民・名東区)：個人の問題であるというようなお話かと思いますけれども、そ

うしますと特別秘書の採用方法に問題があるんじゃないかと言っても仕方がないんじゃな

いかと思うんですが、その点については、いかがですか。 

市長特別秘書：思います。いわゆる個人の適性というところで採用方法に問題があるのでは

ないかというご質問でございます。確かに一般職の公務員と違っていわゆる一般的に任用試

験があるわけではなく、市長の一存にてもちろん議会の皆様の最後予算の審議とありますけ

れども、市長の一存にて選任することができるというところに一つのそういうものがあると

いうところではございますが、やはりいわゆるここはやっぱり市長と行動を一任するものと

市長との一定の信頼関係の中で適性を見極めてやられるところでありますので、私の口から

そこの違いというのはなかなか申し上げにくいところではございます。 
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横井利明(自民・南区)：何をやっても関連なんですけれども、今非常に重要な問題提起でこ

の北角さんのときもやっぱりいろいろありましてゴタゴタしましたよ。 

これ北角さん個人の問題だったのかもしれないけれども、今回田中さんのときも、公平公正

な行政を歪めるそういった事態が発生した。 

これを今、田中特別秘書さんの発言によると私個人の問題だったとおっしゃったんだけど、

私ねそう思わないんだわ。 

ちょっと聞いてもらえるかなこの特別秘書制度そのものが公務と政務のこの境目が非常に

曖昧。 

よくわかんない。 

でね、これ北角さんのときもそうだったんだけど、今回あなたあなたの行った行動もそうな

んだけど、公務員の域を超えて、政治家として動いてるんですよ。 

今回、完全に政治家ですよ。 

賛成の人を今とにかく増やして民意を誘導しようってこれ政治家なんですよ。 

要するに、この特別秘書制度が非常に曖昧。 

公務か政務もよくわかんない政治家なのかもよくわかんない。 

だからこういったことが度々起こるんじゃないんですか。 

と考えると、私はね今回の問題は、北角さんとか田中さんとかとの個人の問題じゃなくて、

制度の問題じゃないかと思えてならない。 

この制度が曖昧なゆえに、こういった問題が度々起こってくる。 

と私は思ってます。 

制度上の問題は感じませんか。 

 

市長特別秘書：要は公務、政務曖昧なこの制度上の問題ではないのかというご指摘でござい

ます。 

なかなかここは私のもう確かに公務、政務の線引きというのを常にやっぱ考えながら仕事を

しているというところでは他の職でももちろんそこかしこから市長政務ですとかそういう

市長レクとかで聞くシーンはもちろんあるんですけれども、やはり常に市長と行動を一緒に

してく中では、特にそこの線引きが難しいなというところは常に常に感じているところであ

ります。 

ただやはりそこがやっぱりやはり市長の行動を一にする中で、組織、他の組織に属さずに市

長に直轄でやっていくというところに一つの特別秘書の私が今回こういうミスをした中で

ですねもう申し上げにくいところであるんですけど、そういうとこに一つの制度の逆に特徴

というのもあると思っておりますので、そういうとこでしっかりですね、そこのやっぱりそ

の線引の部分をしっかり気をつけながらですね、やっていかないといけないという。 

ところで、制度だけの制度のそこのそこだけでやるとなかなか厳しいのではないかなという

ふうに思っております。 
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横井利明(自民・南区)：線引きが難しいと、要するにこの制度上の問題があるってことを認

めたんだと思いますね。私がもう一つ言ったのは公務か政務か、この線引きも難しい。 

からもう一つあるのは、政治家としての動きですよ。 

北角さんのときもこれ非常に目立った。 

今回あなたがとった行動も公務が政務かじゃなくて、今回はやっぱり世論を誘導しようとし

た。 

これはもう政治家の動きですよ。 

要するに、この制度が公募なのか政務なのか、政治家なのかよくわかんない。 

こういう曖昧な制度の中で、こういった問題が度々起こると思いませんか。 

 

市長特別秘書：すいません。今回の問題に関してはやはり私の本当に認識の甘さというとこ

ろがまず第 1 にはあるとは思っております。ただしやはり特にですねやっぱこういう横井

委員がおっしゃられた通りで線引きが曖昧なところの中で、なおさら本当そこの認識という

のを強く持ってやっていかないといけない中で、こういうミスを犯した中でなかなか説得力

のあることが私も、本当に申し訳ない立場ではございますけれども、やはり制度というより

やはりそこだからこそ認識する、その就任してる者が認識するところまでもしくは支持する

市長が認識するところのものなのかなというふうに思っております。 

 

横井利明(自民・南区)：僕これね田中さんも本当に迷いながら仕事してると思うんだわ。 

公務なのか政務なのかそれとも政治家として動かなきゃいけないのか、政治家って、政治家

じゃないから政治家のように動かなければならないのか、その狭間の中であなた自身も苦し

んできたことが多々あったと思うんだね。 

多々あったそれは、私は制度上の問題も否定できない。あなた個人の問題もあったと思うん

だけれども、制度上の問題もあったと思います。 

そういう認識ありますよね。 

ちょっと制度をもう少しきちんと明確にしないと、こういった問題を度々生まれる可能性が

あると。 

いう認識がありますよね。 

 

特別秘書：今横井委員からですね制度のその認識というところでございましてやはりこの制

度の確かに曖昧なところというのは私もあるものだというふうにはもちろん認識はしてお

ります。 

 

横井利明(自民・南区)：いや私が言ったのはもう曖昧なことは我々もわかってますよ。 
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いろんな 1 個ずつ捉えていっても公務なのか政務があるのかさっき言ったように、今回は

政治家としての動きをしちゃったんだけど、その曖昧なことがゆえに、こういった問題が出

るので、制度の見直しが必要だという認識はありませんか。 

自分で特別秘書をやっていて、制度見直し必要だなって思う瞬間た、あったと思うんだけれ

ども。 

あなた自身にそういう認識はありませんでしたか。 

 

市長特別秘書：申し訳ございません。制度のいわゆるその制度をどういうふうに改めてより

特別秘書の今の組織に属さないからこそできる本特徴を生かしながらも、やはりその公務に

集中していく。 

より公務に、曖昧なところを減らしていくというところは、まさしく委員のおっしゃる通り

なところだとは思っておりますので、そこはしっかりやはり、とはいえやはりやっぱ組織に

属さないというところで、やはり柔軟にできるというところもございますのでそこは、ただ

政治家的な動きは私はしないものだというふうに思い出ますので、そういう今回大きく誤解

を与えてしまったことは反省しながらもですね、現行の制度というの中でどういうふうに運

用をしていくのかというところでしっかりですねもちろんちゃんと市長と話して考えない

といけないところではあるのではないかなというふうに思っております。 

 

横井利明(自民・南区)：市長と話し合わなきゃいけないということだったんだけれどもすれ

ば制度について話し合うということだね、制度のあり方について特別秘書：制度あり方につ

いてやはりあの話し合わないとといけないなというふうに認識しております。 

 

横井利明(自民・南区)：やっぱりこれ難しいのは、政務、政治家としての動きこれが非常に

曖昧模糊としていて、やっぱり誰も判断ができないっていうことがまず一つ目。 

からもう一つは、やっぱこの制度に大きな問題は、あなたを監督する人は、市長しかいない

ということ。 

あなたに対してチェックする者は誰もいない。 

普段ふだんですよ。 

そういったやっぱ制度上の様々な問題がこういった問題を立て立て続けに立てつけてあな

たじゃないよ、あなたの前の方ね、立て続けに産んでいるというふうに私は考えました。 

以上です。 

 

副委員長 田口一登(共産・天白区)：端的に伺います。先ほど横井さんからお尋ねがあった

点で中川議員と田中特別秘書のメールの例とやり取りの中で、この部分ですね。 

ありがとうございます。確認いたしました。 

うまく司会が 3 人ともに指名できればいいんですが…しっかり伝えておきますと、この田

中秘書の返事ですけど、先ほど田中さんは司会者には、伝えなかったと最初は断言されて、
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その後横井さんからなんでそこだけ断言できるんだと、あとは記憶にないと言いながらと言

って尋ねられ、なんか曖昧になっちゃったね最後ね。もう一度この後、これ司会者に伝えた

のか伝える、伝えなかったのか、ちょっとお答えください。 

 

市長特別秘書：司会者に伝えたかどうかというとこですが、やはり横井委員のご質問時にも

提出させていただいた通りで、結果としては多分伝えてなかったと思いたいんですけど、そ

こはちょっと本当に伝えたという、伝えたという肯定的な記憶は伝えたというところもない

というところでございます。 

 

副委員長 田口一登(共産・天白区)：結局今の答弁全く理解ができない答弁です。 

それぐらい、その曖昧なことしか言えないと今日の時点で今の時点ではね、ということだと

思うんですけど、資料の 3 番目に観光文化交流局の説明会等における対応についての資料

が出てい観光文化交流局としては、司会者に対してあらかじめ職員から指名する市民を支持

しているかという問いにそのようなことは行っていないと、局ははっきり回答してるんです

ね。 

しかし、田中特別秘書の今の回答は、自分は指示したかもしれない、そういう回答になって

るんで、これはね、これはきちんとはっきりさせてもらわないと、観文がやった市民説明会

の運営の事態に疑念が持たれたままに、なりますよ、ここはねはっきりはっきりさせていた

だきたい。 

で今日をはっきりできなければ、いずれ近いうちに明確にしないと、観文のこの説明会自身

の当局の回答の信憑性、はっきりさせてもらえなければいけないと。 

それが一点聞きたいこと 1 点んです。もう一点はこれちょっと総務局にお尋ねしたいんで

すけど。 

名古屋市職員の倫理の保持に関する条例という条例がありますけど、市職員の臨時倫理条例

が対象にしている職員の中には、市長特別秘書も含んでいますか。 

 

コンプライアンス推進室坂本室長：お答えいたします。委員お尋ねの名古屋市職員の倫理法

人に関する条例につきましては特別職についても対象となっております。 

 

副委員長 田口一登(共産・天白区)：この条例の目的は何ですか。 

 

坂本室長：はい、条例の目的につきましては、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑およ

び不信を招くような行為の防止を図りもって公務に対する市民の信頼を確保することを目

的としております。 

 

副委員長 田口一登(共産・天白区)：田中特別秘書にお尋ねしますけど、この条例の目的今

答弁がありました職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止
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をすると、田中市特別賞の今回の行為は、市民の疑惑や不信を招く行為だったと自分でも認

識されてますか。 

 

市長特別秘書：今田口委員よりですね私くしの今回の行為が、その市民の皆様に信用失墜す

る行為であったかどうかというところでありますと、息子は深く反省をしてそういうそのよ

うに受け止めているところでございますはい院長そういうふうに受け止めているというこ

となので、この条例、田中さん自身も遵守しなきゃいけない条例の目的に背く行為を自らや

ってしまったと。 

いうことだと自覚されてるわけですねそういう認識の上に立って、疑惑を晴らししていただ

けなければ、前に進まないということだけは申し上げておきます。 

 

中川あつし(減税・中川区)：それぞれですね、先輩方の議論と田中特別秘書のいろいろと聞

かせていただいて、田中特別秘書に対しては厳しいご意見があったんだろうなというふうに

思いますけども、私がこの委員会でですね、この件の前に、特別秘書のその予算に関して提

起したのはですね、皆さん方の中では減税、河村与党の中からそういった話が出てくるって

いうのはどういったことだろうなっていうふうな思いがあろうかと思いますけど、私の中で

はですね、現状であろうが、どこの与党だろう野党だろうがその市政運営に関して大切な予

算審議をあたる中に河村市長からも常々税金であんたらくっとるんだぞと 1 円たりとも税

金を無駄遣いするんじゃないぞということは口を酸っぱく耳が痛くなるほど言われている

わけです。その中で、市長提案の特別秘書だからといって、我々現在日本がそこに目をつぶ

っていていいって言うはずでもないということが、私の元々のそもそもこのこれを提起した

という中でですね、昨年一昨年の令和 3 年の総務環境委員会の議論の中で付帯決議もつき

ながら、この条例の趣旨の中に、当然、公平公正に職務を全うできる人材を市長の責任にお

いて確保して任命するということになってるわけですけど、そういった中で、今ご議論いた

だいてる、果たしてあの市民討論会の中で、動員を私は要請されたわけですけど、それが公

正公平だったのかという点と、私田中特別秘書に質問しませんけど、田中特別秘書と特別仲

がいいわけでもありませんし、その中でこの市民説明会の中で、他の方にもそういった動員

したのかもしれませんけどというクエスチョンマークの発言はありましたけど、なぜ私にそ

の質問お願いをしてきたのかっていうのは、まずもって私にとってもクエスチョンマークで、

私だけにしそれをお願いして、他の減税議員の人にはお願いをしなかったのかっていうのも

おかしな話だな、腑に落ちないなというところはあるんですけど、先ほど来ですね、横井委

員もおっしゃいましたけど、私は特別賞をいわゆる評価するチェックするというのが市長 1

人しかしないという、この条例の制度がまず、ちょっとこの機能不全を行ってるんだろうな

というふうに思いがありまして、この条例に何か手を入れられるっていうことであれば、し

っかりと先ほど資料で提出してもらった 2 の公務の考え方というところにもありますけど、

特別秘書の行う職務に於ける公務と政務の整理については、市長と特別秘書の間で個別に整

理して対応しているというところがまずもっていけないんじゃないかと、やっぱり組織にし
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っかりと組み込んで、市長室なりそういったところで特別秘書もしっかりと報告を、市長だ

けの評価ではなくて、組織の中に組み込んだ形でやっていかれる方が望ましいんじゃないか

というふうに私は思っておりますので、その点で今回田中特別秘書に関しては厳しいお話が

あったかと思いますけど、そこは真摯に改めていただいて、私はですけど皆さん方がどうい

う対応されるかわかりませんけど、真摯に改めていただいて、本当に名古屋市のことを思っ

ていただけるんであれば、別に特別職の、その職に甘じなくても、公務員職としてしっかり

と汗をかいていただけるっていう藤田先生の委員のお話もありましたし、特別秘書だからで

きる話でもないと僕は思ってますので、その辺、皆さん方としっかりまたこの委員会の中で

議論をさせていただき、させていただきたいなと思っております。 

以上です。 

 

塚本：はい僕からもちょっと質問させてもらいたいと思います活動報告書がね、2019 年

12 月のなかったというのは大変残念なんですけれども改めて重なるところもあるかもしれ

ませんけども、田中特別秘書の行動を確認したいと思います。 

まず市長からは、この一連のこの行為について指示をしていなかったということなんですが、

田中秘書としてはその市長から指示をして、されていなかった受けていなかったということ

は、それはいいですか。 

要は、そんなことないだろうと、いや市長から指示をもらってたんじゃないかっていうこと

は、今の段階ではどうですか。 

 

市長特別秘書：そうです。今委員からご指摘の通りで、委員から今いただいたご質問でござ

いますが、やはりちょっとそこは私の系列の時系列が部分の認識がやっぱりないもんですか

らただ市長はないというふうに言われてます。 

 

塚本：指示があったかどうか今はわからないということなんですが今の現状で、市長からは

厳重に注意を受けたということなんですが、今回これその当時の一連の行為というのは、市

長のに反した行為なのか、指示は受けていなかったけれども、市長の意に即した行為なのか、

どちらでしょうか。 

 

市長特別秘書：やはり今市長の要は意に違反するかどうかというとこでございますが、やは

り市長にこういうふうなご指摘をいただくということは、違反してたということだというふ

うに認識しております。 

 

塚本：特別秘書の行動動き方なんですがちょっと一般的な聞き方をするんですけども。 

市長から指示を受けない、受けて行動することは当然あると思うんですが、市長から指示を

受けない。 

特別秘書の職務というのはあるんでしょうか。 
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市長特別秘書：市長からの指示を受けないものはございませんので、市長からも行き過ぎた

行為だというような強いお叱りをいただいてるところでございます。 

 

塚本：この行き過ぎたという言葉がちょっと僕、ちょっとじゃないですね、大変違和感が。 

あります。 

行き過ぎたというのは、何が行き過ぎたんですか。 

 

特別秘書：やはりこの名古屋城の市民説明会を盛り上げるというところでたくさんの方に来

ていただいたらいいなという市長の意に常に私が触れたのは事実でございまして、これは市

長からもこういうふうに言われておりますので事実でございまして、その中でやはりいわゆ

るこういう桜という言葉に対して喜んでしまって、そういう市長に伝えておきますねという

ちょっと軽率なことを私が多分言ってしまったことに対して、市長はこれが結果としては各

委員の皆様からも今、再三ご指摘受けてる厳しいご指摘を受けている通りで、市民の皆様に

対する信頼を失墜するこの行為になってしまったというところに対して、市長からは行き過

ぎだということを言われてるのかというふうに思っております。 

 

塚本：ごめんなさい。ちょっとそこをもう少しちゃんと確認したいんですが、行き過ぎてい

ないところはどこまでだったんですかどこからが行き過ぎてしまったんですか。 

 

市長特別秘書：どっから言いすぎだというとこでございますけども、やはりこのすいません

ちょっとどこからかってのはあるんですけれども、やはりこの中川委員のこのメールに対し、

して、ありがとうございますという形で一緒にポジティブな意見に触れたとお伝えしますっ

ていうそこに対して、これは行き過ぎたというふうに言われてるというふうに認識していま

す。 

 

塚本：ちょっとすいません。よくわからないんですけれどもそれはこれ市長の答弁なんです

けど、そのことは具体的に市長はその先ほどね、この資料を出すときの市長とのやり取りで、

何どこまではよかったけれども、どこからが駄目だったんだっていう話はなかったんですか、

市長からは市長特別秘書：市長と先ほどのこの一番を作る上での市長との会話の中であった

のかというご質問でございますが、端的にやはりこのいわゆるこのメールの内容というもの

がそもそも行き過ぎてるというところで、あのご指摘を受けたというふうに思っております。 

 

塚本：違和感があるというのは、そのそもそも行き過ぎたという日本語じゃないんじゃない

かなと思うんですよ。 

どこどこまでが良くて、それをちょっと超えたとかっていう過ぎ行き過ぎたって日本は多分

そういうことだと思うんですけど。 
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そういうことじゃないんじゃないかなと僕は思ってて、ただ市長は行き過ぎた行為という言

葉を使われて、田中特別秘書も相当行き過ぎたということをご自分のことをおっしゃってる

んですねこれ先ほど市長の指示がなく行動したことは職務じゃないということなんですが、

ちょっと僕のこれ感想を先に言わせてもらうんですが、非常に悔しいんですよ。 

今副委員長やらせてもらってる中でもというのが、皆さんお手元にも前回資料が今回ありま

すけど令和 3 年 3 月の付帯決議。 

あの何名かの委員の方はその当時もいらっしゃいましたけども、あのとき田中特別秘書はこ

の委員会に呼ばれて、話をされてあったわけですけども、もしかしたら当時、2021 年 3 月

ですよねそのときの付帯決議というときは記憶あったかもしれないですよね。 

2019 年 12 月のことを覚えてたかもしれないですよね。 

それはわからないじゃないですけども、それをね心の中に伏せた上で、委員会に臨んでた田

中特別秘書が、というのはね、すごい悔しいですよ。 

本当に付帯決議の中でも、市長はね、特別秘書の対する管理監督責任を果たしているとは言

い難い状況というのが付帯決議である中で、もうその係もそのまさにそのことをご自分の心

の中にね、その当時のことを心の中に思いながら、その付帯決議を受けてたというのは、本

当に悔しいですよね。もしそこの 2019 年 12 月のことが当時の委員会の中で出ていってた

ら出ていたら、この付帯決議にはとどまってなかったと当然思いますよ。 

先ほどご自分でもう職務ではない行為をしたということは言われたので指示をね、受けてな

いことを職務としてやってないという先ほど葛谷委員からも、懲戒のことがありましたけれ

どもこれちょっと、愛知県の懲戒処分の基準ちょっと名古屋市の懲戒処分の基準がちょっと

出さなかったので今 1 件の懲戒処分の基準があるんですが、例えばね、勤務態度の不良と

いうのがあるんですよ。 

その項目の中に、勤務時間中に職場を職場を離脱して職務をかなり公務の運営に支障をきた

す職員は減給または戒告、戒告とするというふうになるんですねあの今回の一連のことは皆

さん、他の委員の皆さんおっしゃっられていますけれども、あの勤務態度不良どころではな

くて、もう大変本当にこの議会を軽視する。 

大変なことをご自分をされたと思います。 

職員がね、この愛知県のこの懲戒基準に則っても減給または戒告というのがもう今、田中特

別秘書がことを仮に職員さんがされても、減給または戒告の対象になると思います。 

で、もう、本当にご自分のね、特別職としてこれは人事課の対象かさ、懲戒。 

懲戒処分の対象から外れてるんだと思いますけれども、今回のご自分の行動がね、どんなこ

とを引き起こしたのか、そして令和 3 年 3 月に自分がそこに座っていて、どんな思いで、

そのときも委員会総務環境委員会に臨んでいたのかと思い返していただいて、本当にちょっ

と反省という言葉はねちょっとちょっと僕は、どうなのかあれなんですけども、本当ちょっ

と考え、この制度そのものをね、考え直していただきたいということ。 

述べて終わります。 
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辻まさお（公明・天白区）：すみません一言意見だけ申し上げさせていただきたいと思いま

す。 

このことがですね既に SNS でも一部発信がされてるというふうにお伺いをしましたそれを

見たあの方がですね今後、このことがどういうふうにあの報道され発信されるのかわかりま

せんけれども、目に触れた市民の方はですね多分本当に疑念を、これ皆様がおっしゃってた

ことですけども、疑念を感じると思いますんで、ぜひ市の方としてもですね、あの市民の方

のこの疑念をですね、考えてですね今後の対応についてはしっかりぜひとも検討していただ

きたいというふうに思いますこれだけちょっと一言意見としてすいません申し上げさせい

ただきます。 

 

委員長 服部しんのすけ(自民・熱田区)：それでは、他によろしいでしょうか。 

はい、それでは他にないようであります。 

それでは田中市長特別秘書におかれましてはご退席をしていただいて結構です。 

それでは次、次に移る前にちょっと 2 時間経過いたしましたので、10 分程度、休憩を挟み

たいと思い、よろしいでしょうか。 

それでは 5 時半再開ということでお願いいたします。 


